
令和７年２月２０日（木）  

午前１０時３０分より  

アオーレ長岡 東棟４階 大会議室  

 

令和６年度 第２回 長岡市権利擁護地域連携協議会 次第 

 

１ 開会あいさつ 

 

 

２ 報告 

（１）長岡市成年後見センター活動実績について  資料№1-1～1-7  

 

 

３ 議事 

（１）成年後見センターの目標設定について  資料№2  

 

 

（２）アセスメントシートについて  資料№3  

 

  

（３）その他 

 

 

４ 家庭裁判所講評 

 

 

５ 閉会あいさつ 











































1 長岡市の成年後見制度利用促進に当たっての基本的な考え方 

国の定める成年後見制度利用促進基本計画と長岡市成年後見制度利用促進基本計画に

基づき、権利擁護支援の地域連携ネットワークの整備及び機能強化を中核機関である成年

後見センターを中心に行い、成年後見制度の利用促進を目指す。 

 

２ 成年後見制度利用促進基本計画で示された中核機関が担うべき機能 

 第一期成年後見制度利用促進基本計画においては広報機能、相談機能、成年後見制度利

用促進機能、後見人支援機能の４機能に整理されていたが、第二期成年後見制度利用促進

基本計画では中核機関がコーディネートする地域連携ネットワークの機能として３つの

場面における支援に整理された。 

 

 （１）権利擁護支援の検討に関する場面（成年後見制度の利用前） 

成年後見制度につなぐ場合や、同制度以外の権利擁護支援（権利擁護支援チームに

よる見守りや意思決定の支援、日常生活自立支援事業の利用、虐待やセルフネグレク

トの対応、消費生活センターの相談対応など）などにつなぐ。 

 

（２）成年後見制度の利用の開始までの場面（申立ての準備から後見人等の選任まで） 

制度利用後の支援方針を検討する。その中で、適切な権利擁護支援チームの体制も

検討する。 

 

（３）成年後見制度の利用開始後に関する場面（後見人等の選任後） 

権利擁護支援チームに後見人等が参加し、チームの関係者間で、あらかじめ想定し

ていた支援方針等を共有し、本人に対して、チームによる適切な支援を開始する。 

 

３ 長岡市成年後見センターの現状 

地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核機関として、長岡市社会福祉協議

会に運営を委託以降、制度に関する総合的な相談窓口として相談・広報機能を果たして

いる。   

その一方で、受任者調整に関する仕組み作りや、後見人等受任者の人材不足の課題解決

に向けた機能強化については、地域連携ネットワークの機能強化と併せて、まだ十分に

機能を果たせていないため、今後重点的に取り組む必要がある。 

 ※ 各種取組みについては資料№１-１実績報告参照 

 

４ 目標 

 福祉・行政・法律専門職など多様な主体の連携による「支援」機能 

権
利
擁
護
支
援
を
行
う
３
つ
の
場
面 

 

（１） 

権利擁護支援

の検討に関す

る場面（成年

後見制度の利

用前） 

ア「権利擁護の相談支援」機能 

①相談機能の強化 継続 

・関係機関と連携し役割分担を行いながら、成年後見制度利用等の

適切な支援を行う（任意後見制度、日常生活自立支援事業も含む）。

・専門職、行政から助言を受けながら適切な支援方針の検討を行

う。 

②広報機能の強化 継続 

・相談窓口の周知及び制度の普及啓発について、市民や支援者へ発

信を行い講師派遣や様々な情報媒体を活用しながら、ニーズに合

った情報を発信する。 

 

（２） 

成年後見制度

の開始までの

場面（申立の

準備から後見

人 の 選 任 ま

で） 

イ「権利擁護支援チームの形成支援」機能 

 ③受任者調整会議の開催 令和８年度まで 

・申立て時に後見人候補者の検討、マッチング及び推薦の仕組みを

構築する。 

 ④市民後見人の誕生 令和８年度まで 

・権利擁護支援者養成講座応用編（仮）を開催し、市民後見人名簿

登録者を育成する。 

・知識だけではなく実務に長けた人材を育成するため、社協の法人

後見支援員活動をステップとして市民後見人になるための仕組み

を構築する。 

 ⑤市民後見人の受任 令和９年度以降 

・受任に向けたスキームを検討し、関係団体及び家庭裁判所と協議

しながら受任に向けたフォロー体制を整備する。 

（３） 

成年後見制度

の利用開始後

に関する場面

（後見人の選

任後） 

ウ「権利擁護支援チームの自立支援」機能 

 ⑥支援チームへの後方支援 令和７年度まで 

・支援チームへの適切な助言を行うための体制を整備する。 

・意思決定支援、身寄りなし支援等への助言。 

・親族後見人への相談窓口としての周知。 

⑦被後見人等への相談支援 継続  

・苦情等があった場合に家裁や専門職団体と適切な共有を行いな

がら被後見人等と後見人等への適切な支援を行う。 

 

議題（１） 成年後見センターの目標設定について 資料№２ 



５　工程予定表

→第三期制度利⽤促進基本計画（仮）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度
ア「権利擁護の相談⽀援」機能
 ①相談機能の強化（継続）

 ②広報機能の強化（継続）

イ「権利擁護⽀援チームの形成⽀援」機能
③受任者調整会議の開催（令和８年度まで）

ウ「権利擁護⽀援チームの⾃⽴⽀援」機能
⑥⽀援チームへの後⽅⽀援（令和7年度まで）

⑦被後⾒⼈等への相談⽀援（継続）

第⼆期成年後⾒制度利⽤促進基本計画→

専⾨職後⾒⼈、親族後⾒⼈へのアプローチ検討、ニーズ調査 効果評価

⾏政機関、各相談機関と役割分担を⾏い適切な相談⽀援を実施

アセスメントシートの作成による共通理解の醸成

講師派遣チラシ作成による出前講座周知強化

ケース検討会開催による情報共有、検討

専⾨職団体向けアンケート 申⽴て時の候補者検討、マッチング

権利擁護⽀援者養成講座基礎編Ⅰ・Ⅱの開催、修了者の⽣活⽀援員または法⼈後⾒⽀援員活動、適切なフォロー

権利擁護⽀援者養成講座応⽤編（仮）の開催

家裁との情報共有

電話等による相談⽀援、情報提供

電話等による相談⽀援、事実確認 家裁、専⾨職団体との事例共有等による対応検討 効果評価

任意後⾒制度に関する契約の流れの説明や受任者の情報提供














